
波佐見町ものづくり奨学金について（申請者用） 

 

波佐見町は、美術系大学での修学を希望する者で、経済的理由によって修学困難なもの

に対して奨学金を貸与し、その優れた感性、美術的感覚を涵養し、将来的に本町の主要産

業である窯業のデザイン等を担う有能な人材を育成し、産業振興を図ることを目的として

います。 

 

１．出願資格 

次の全ての条件を満たすことが必要です。 

（１）美術系大学に進学予定または在学している者 

（２）波佐見町内に居住する者の子女又は町外に居住し長崎県立波佐見高等学校美術・

工芸科に在学若しくは卒業した者 

（３）品行方正、学術優秀、身体強健である者 

（４）学資の支弁が困難であると認められる者 

 

２．奨学金の貸与 

 奨学金の貸与条件は、次表のとおりです。 

貸与月額 貸与期間 備考 

月額５０，０００円 大学４年間 
休学、停学した場合は貸与

を停止する。 

 

３．奨学金の返還 

貸与を受けた奨学金は、卒業した翌月の１年後から返還を開始し１０年以内に、全額を

月賦、半年賦、年賦で返還しなければなりません。 

  

 

 

 

 

４．出願手続き 

（１）必要書類 

   ① 波佐見町ものづくり奨学金申請書 

   ② 申請者の在学証明書 

   ③ 連帯保証人（申請者の父若しくは母又はこれに代わる者（以下「父母等」 

という。）がなる連帯保証人に限る。）の所得証明書 

大学４年間 
１年間の猶予期間 

１０年間で返済（月賦の場合月２万円ずつの返済） 



※前年の所得とします。給与所得者は源泉徴収書、年金などを受給している

方は、その金額を証明できるものを提出してください。 

   ④ 申請者が現に在学し、又は卒業した学校の学長若しくは学部長又は校長の 

奨学生推薦書（様式第２号）  

     ※奨学生推薦書には１年次から３年２学期までの全履修科目について記載し 

てください。 

    ⑤ 美術コンクールなどの入賞実績（様式自由） 

    町外在住者で奨学金を申請する場合は、以下の書類を添付してください。 

⑥ 家族の所得証明書（課税証明書、源泉徴収票等） 

   ⑦ 波佐見高校美術・工芸科の卒業証明書 

 

（２）ものづくり奨学金の募集周知期間 11月 1日～１月 31日 

（３）申請書の受付期間        12月 25日～１月 31日 

（４）提出先             波佐見町教育委員会教育総務係 

 

５．選考及び採否決定の通知 

申請書その他必要な書類を資料として、学資支弁の困難な度合、人物、学業及び健康な 

どについて検討し、選考委員会の審議を経て採否を決定します。 

 

６．町内定住による奨学金債務の一部減額 

奨学金返還期間中（猶予期間含む）に、波佐見町に住民登録を有し、町内において大学

で学んだ知識を生かした職業に就いている期間、町に債務の一部減額申請を行うことによ

り、年間２４万円、５年間で最大１２０万円の債務減額が受けられます。 

 

７．他の奨学金との併給について 

 他の奨学金との併給は認められています。 

ただし、他の奨学金が併給を認めない場合があるので、併給を受けようとする奨学金支

給団体に確認してください。 

 

８．波佐見町ものづくり奨学金申請書の作成について 

申請書は、選考上の重要な資料ですから、事実をありのまま具体的に詳しく書いてくだ

さい。もし、事実と違ったことを書いた場合、又は指示されたことを書いていない場合は

選考から除外されます。各項目について、以下のとおり記載してください。 

②家族住所…本人と家族住所とが異なる場合は記入してください。 

③在 学 校…高校生・大学生ともに現在在校している学校を記載してください 

④本人履歴…現在の学校までの履歴を記載してください。 



⑤家族構成…家族の氏名等について記載してください。同居・別居を問わず同一世帯で

生計を一にしている者全員について記載してください。 

その際、必ず同意欄へ押印してください。 

⑥家族の状況…家族の状況について確認のうえ、その有無について記載してください。 

⑦奨学金貸与を希望する理由… 

       奨学生の審査に重要な項目となるので、理由については具体的に記載し

てください。 

⑧進学予定学校名… 

       高校在学中の者については、進学を予定している大学名を記載してくだ 

さい。すでに本人が大学に在学している場合は、記入不要です。 

⑨そ の 他…奨学金の出願・受給状況について選択してください。 

⑩連帯保証人…父母等の欄には父若しくは母又はこれに代わる者を記載してください。 

       父母等以外の者については、成人した親類、知人、友人で必ずその承諾

を得て押印してもらってください。波佐見町内に居住し６０歳未満の者

が望ましいです。 

 

 

○問合わせ先 波佐見町教育委員会 教育総務係 電話０９５６－８５－２０３４ 


